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  本市の工業用水道事業は、諫早中核工業団地の完成に伴い、昭和６２年４月

から給水能力6,000㎥/日にて供用を開始し、その後、二度の事業変更を経て、

現在の給水能力は 16,000 ㎥/日として事業を運営しています。 

  現在、既存企業の工場規模の拡大が計画されており、企業数は変わらないも

のの、需要量が大幅に増加する見込みであることから、令和元年度から拡張事

業に着手したところです。 

  今後は、創設期に整備した管路等が耐用年数である４０年を経過すること

から更新事業が見込まれるとともに、現在着手した新規事業などにも多額の

経費が必要となることから、収入と支出のバランスに配慮した施設整備計画

が求められています。 

  今回、こうした状況を踏まえ、「諫早市工業用水道事業経営戦略」を策定す

ることとしましたが、この経営戦略は、総務省通知「公営企業の経営に当たっ

ての留意事項について」（平成２６年８月２９日付総財公第１０７号、総材営

第７３号、総財準第８３号）により、中長期の経営の基本計画となる「経営戦

略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むよう求め

られており、「「経営戦略」の策定推進について」（平成２８年１月２６日付総

財公第１０号、総材営第２号、総財準第４号）の通知では、平成３２年度（令

和２年度）までに策定するよう求められていました。 

  「経営戦略」の策定にあたっては、将来にわたって安定的に事業を継続する

ための中長期的な経営の基本計画であることを踏まえ、計画期間は令和２年
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度から令和１１年度までの１０年間とし、「投資・財政計画」の作成にあたっ

ては収入と支出の均衡を図りつつ、経営基盤強化と財政マネジメントの向上

に取り組みます。 
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 諫早市の工業用水道は、昭和４９年大長崎都市圏構想（県央計画）の策定に伴

い、昭和５２年４月から、その給水先となる諫早中核工業団地の整備事業が着手

されたことに始まります。 

その後、昭和５５年４月、工業団地の一部が分譲開始され、半導体製造企業の

進出が決まったことから、昭和５８年４月１日に諫早市工業用水道事業を創設

し、昭和６２年４月１日、１日当たり 6,000 ㎥の給水能力にて給水を開始（一部

は昭和６１年４月１日）しました。 

平成１２年には半導体製造工場の拡張が進められるなど、増加する需要に対

して再整備事業を開始し、平成１７年４月１日、１日当たり 12,400 ㎥の給水能

力となりました。 

現在は既存企業からの新たな増量要望に伴い、平成３０年度から実施した改

良事業により、１日当たり 16,000 ㎥の給水能力まで施設整備が完了しており、

令和元年度からは、さらに需要量の増加が見込まれることから、１日当たりの給

水能力を 21,000 ㎥とするため、新たな拡張事業に着手しています。 

 

〈令和元年度の給水の実績〉 

供用開始日 受水企業数 契約水量 一日平均給水量 

昭和６２年４月１日 ６社 10,150 ㎥/日 10,159 ㎥/日 
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 本市工業用水道事業の沿革は、以下に示す通りです。 

 

 

 

 つぎに、受水企業における過去１０年間（平成２２年度～令和元年度）の契約

水量及び実使用水量は、表 ―１．２及び図 ―１．１に示すとおりです。 

 直近の令和元年度では、契約水量（６社合計）は 10,150 ㎥/日ですが、平均実

使用水量は 10,159 ㎥/日であり、実使用水量が契約水量を僅かに上回っている

状況となっています。 
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（諫早市工業用水道事業給水条例施行規程第１２条第２項に基づき、月末日が休日等の場合は

その直前の平日に検針を行っているため、年度によって 1～２日程度の日数の差があります。）
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 工業用水道施設は、概ね３つの水系に区分され、各系統ごとに取水施設、導水

施設、送水施設を構成しており、水源はすべて地下水となっています。 

現況施設の一覧については表 ―１．３に示すとおりであり、取水から配水ま

での施設の流れは図 ―１．２、施設平面図は図 ―１．３のとおりです。 
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 本市では責任使用水量制を採用しており、この制度は契約水量の全部または

一部を使用しなかった場合でも、契約水量まで使用したものとみなし、契約水量

分の料金を徴収するというものです。 

 料金には基本料金、特定料金及び契約水量を超えて使用した水量にかかる超

過料金があります。 

 

 

また、使用水量１㎥につき１５円の特別負担金を併せて徴収しています。（諫

早市工業用水道事業給水条例施行規程第５条） 

 

 
 （６社合計、税抜き） 
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 工業用水道事業を運営する上下水道局では、工業用水道事業に係る専属の職

員を配置しておらず、経営管理課、契約管財課、水道課及び上水管理センターの

職員が、水道事業と兼務して事務の執行にあたっています。 

 したがって、工業用水道事業会計においては人件費は計上しておらず、水道事

業会計に対し、人件費相当分を負担金として支出することとしています。 

 上下水道局の組織図及び工業用水道事業に関連する範囲は、以下に示すとお

りです。 

 

 工業用水道事業に関連する範囲

　27人（水道事業20人、下水道事業7人）

　22人

　5人

　22人

　   （市長部局職員の併任）

上下水道事業及び工業用水道事業に係る
契約事務の総括、請負契約に係る検査

上下水道事業及び工業用水道事業に係る
事務全般

上水道及び及び工業用水道の施設建設工
事、管路の布設と維持管理等

 2人

水道事業の浄水処理、水道事業及び工業用
水道事業の管路以外の施設の維持管理等

下水道の技術全般

水
道
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上
水
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理
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経営の健全化について、これまでに以下の取組を実施してきました。 

 

① 施設運転管理業務の委託を開始（平成１６年度～） 

直営で行っていた施設運転管理業務を、職員監視のもと、水道施設と併

せて民間に委託し、業務の効率化を図りました。 

 

② 企業債の繰り上げ償還の実施（平成１９年度～２０年度） 

利率５％以上の企業債を対象として２年間で約 8,900 万円を償還し、

利息負担の軽減額は約 1,500 万円となっています。 

 

③ その他の経費の節減（平成２２年度～） 

平成２１年度までは工業用水道事業会計から人件費を支出していまし

たが、水道事業の事務に携わる職員が工業用水道事業の事務も兼任して

いる実状に則し、平成２２年度からは水道事業と工業用水道事業の事務

割合に応じ、水道事業会計に対して負担金を支出することとし、経費の

節減を図っています。 

 

④ 上下水道組織の統合（平成２３年度～） 

下水道事業に公営企業会計を適用し、水道事業、工業用水道事業、下

水道事業を運営する上下水道局を設置し、効率的な組織体制を構築しま

した。 
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朽
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①
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②
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③
管
路
更
新
率
（％
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（
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全

体
総

括

【
】

経
営

状
況

は
現

時
点

に
お

い
て

良
好

で
あ

る
が

、
現

在
、

事
業

所
の

契
約

水
量

増
に

対
応

す
る

た
め

、
第

３
期

の
拡

張
事

業
に

着
手

し
て

い
る

。
将

来
的

な
収

入
増

は
見

込
ま

れ
る

が
、

拡
張

事
業

の
財

源
と

し
て

企
業

債
を

借
り

入
れ

る
た

め
将

来
に

負
担

を
残

す
こ

と
と

な
る

。
ま

た
、

供
給

す
る

事
業

所
は

民
間

企
業

で
あ

る
た

め
、

経
済

情
勢

に
よ

り
水

需
要

も
大

き
く

左
右

さ
れ

る
。

そ
の

た
め

、
過

大
投

資
と

な
ら

な
い

よ
う

に
適

正
な

投
資

計
画

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

長
寿

命
化

対
策

等
に

も
取

り
組

ん
で

い
く

必
要

が
あ

る
。

更
に

大
幅

な
削

減
は

難
し

い
か

も
し

れ
な

い
が

、
経

費
節

減
に

も
努

め
て

い
く

。
「施

設
全

体
の

減
価

償
却

の
状

況
」

「管
路

の
経

年
化

の
状

況
」

「管
路

の
更

新
投

資
の

実
施

状
況

」

「債
務

残
高

」

2
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老

朽
化

の
状

況
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つ
い

て

①
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資
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価
償

却
率
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が

昭
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。
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後
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。

②
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今
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迎
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更
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。
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経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

業
務

名
業

種
名

現
在

配
水

能
力

（合
計
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㎥

/日
）

類
似

団
体

区
分

施
設

数
１

日
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量
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経
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支
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率
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団
体

平
均

値
よ

り
も

上
回

っ
て

い
る

が
、

平
成

30
年

度
は

給
水

収
益

の
減

少
に

よ
り

低
下

し
た

。
今

後
は

事
業

所
の

契
約

水
量

増
に

よ
る

給
水

収
益

の
増

が
見

込
ま

れ
て

い
る

が
、

増
量

に
対

応
す

る
た

め
計

画
的

な
修

繕
、

更
新

を
行

い
経

費
節

減
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め
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い
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③
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少

傾
向
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。

今
後

は
、

給
水

収
益

の
増
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よ
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流

動
資

産
は

増
加

傾
向

に
な
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が

、
今

後
の
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補
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金
等
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用
し
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必

要
が

あ
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④

企
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残
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給
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収
益
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率
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度
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ら
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借
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っ
て
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な
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た
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残
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は

減
少

傾
向

に
あ

る
。

今
後

、
拡

張
事

業
に

併
せ

て
企

業
債

を
借

入
予

定
で

あ
る

が
、

事
業

費
と

資
金

残
高

を
考

慮
し

て
、

計
画

的
な

借
り

入
れ

に
努

め
て

い
く

。
⑤
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金

回
収

率
、

⑥
給

水
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価
　

給
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原
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は
類

似
団

体
平

均
値
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り
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高
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、
料

金
回

収
率

は
10

0％
を

上
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っ
て

い
る

こ
と
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な
料

金
収

入
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保

出
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、
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⑦
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設
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30

年
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％
を
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り
、

類
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団
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均

値
も
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回

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

適
正

な
施

設
規
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を

有
し

て
い

る
。

⑧
契

約
率

 近
年

80
％

代
で

推
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し
て
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好

で
あ
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が

、
今

後
も

事
業

所
の

状
況

を
見

な
が

ら
適

切
な

投
資

に
努

め
る

。
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地 方 公 営 企 業 決 算 状 況 調 査 （決 算 統 計 ）を活 用 した平 成 ３０年 度 末 決 算 状 況 に基 づく経 営

比 較 分 析 は、以 下 のとおりです。 
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 本市における将来の水需要は、受水企業からの増量要望に基づき見込まれる

将来の契約水量（基本使用水量）であり、以下に示すとおりです。 

 
（ｍ3/日） （ｍ3/年）

令和元年 通年 10,150 3,735,200 実績

４～６月 10,150 923,650

７～１月 12,650 2,719,750

２～３月 12,800 755,200

4,398,600

令和３年 通年 15,300 5,584,500

令和４年 〃 16,520 6,029,800

令和５年 〃 16,700 6,112,200

令和６年 〃 16,850 6,150,250

令和７年 〃 16,850 6,150,250

令和８年 〃 16,850 6,150,250

令和９年 〃 16,850 6,167,100

令和10年 〃 16,850 6,150,250

令和11年 〃 16,850 6,150,250

令和２年

小計

年度 期間 備考
基本使用水量
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 料金等収入については、超過水量の想定ができないため、基本使用水量に基づ

き予測することとしました。 

 

      料金等収入  ＝ 「基本使用水量」×「基本料金単価」 

             ＋ 「基本使用水量」×「特別負担金単価」 

 

 算定した料金等収入の見通しは表 ―２．２のとおりです。また、図 ―２．１

に基本使用水量と料金等収入の将来の推移を示します。 
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（千㎥） （千円）
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3,000

4,000
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

基本使用水量 料金等収入

①

実使用水量 ② ③ ④基本料金 ⑤特別負担金 ⑥合計

日量 年間 (千円) (千円) (千円)

（ｍ3/日） （ｍ3/年） （ａ×③/1,000) （b×③/1,000) （ ④ + ⑤ )

4～6月 923,650 10,150 923,650 41,564 13,855 55,419

7～1月 2,719,750 12,650 2,719,750 122,389 40,796 163,185

2～3月 755,200 12,800 755,200 33,984 11,328 45,312

計 4,398,600 ― 4,398,600 197,937 65,979 263,916

R3 通年 5,584,500 15,300 5,584,500 251,303 83,768 335,071

R4 〃 6,029,800 16,520 6,029,800 271,341 90,447 361,788

R5 〃 6,112,200 16,700 6,112,200 275,049 91,683 366,732

R6 〃 6,150,250 16,850 6,150,250 276,761 92,254 369,015

R7 〃 6,150,250 16,850 6,150,250 276,761 92,254 369,015

R8 〃 6,150,250 16,850 6,150,250 276,761 92,254 369,015

R9 〃 6,167,100 16,850 6,167,100 277,520 92,507 370,027

R10 〃 6,150,250 16,850 6,150,250 276,761 92,254 369,015

R11 〃 6,150,250 16,850 6,150,250 276,761 92,254 369,015

・ a ：基本料金……45円/m3   、　b ：特別負担金……15円/m3

・ 実使用水量の想定は困難なため、実使用水量＝基本使用水量（年間）としている。

R2

料金等収入

（ｍ3/年）

年度 期間

基本使用水量
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 受水企業からの契約水量の増量要望に伴い、令和元年度から「拡張事業」を開

始しており、給水能力を現在の 16,000 ㎥/日から 5,000 ㎥/日増量し、21,000 ㎥

/日へ拡張する予定です。 

 事業計画期間は、令和元年度から令和６年度までの６年間を予定しており、拡

張事業に係る整備概要は表 ―２．３に示すとおりです。 

 なお、完成時点における施設配置等のイメージは、図 ―２．２及び図 ―２．

３に示すとおりです。 

施設区分 施　設　名 整備内容（施設能力）

（仮称)正久寺３号取水場  取水量（地下水) Q=1,500m3/日

（仮称)小ヶ倉1号取水場  取水量（地下水) Q=500m3/日

（仮称)福田7号取水場  取水量（地下水) Q=1,000m3/日

（仮称)天満5号取水場  取水量（地下水) Q=650m3/日

（仮称)天満2号取水場  取水量（地下水) Q=1,000m3/日

（仮称)本明湧水  取水量（湧水) Q=1,000m3/日

導水施設 （仮称)天満ポンプ場  導水量 Q=2,650m3/日

 小野島送水ポンプ場  非常用自家発電設備の設置

 福田送水ポンプ場
 送水量の増強（Q=9,000m3/日→14,000m3/日)
 非常用自家発電設備の設置

 栗面中継ポンプ場
 送水量の増強（Q=15,000m3/日→20,000m3/日)
 非常用自家発電設備の設置

配水施設 （仮称)津久葉第３配水池  容量 5,200m3

管理施設  平山浄水場（水道施設)  中央監視制御設備の改造

取水施設

送水施設
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 工業用水道事業においては専属の職員を配置しておらず、水道事業会計に属

する職員が工業用水道事業の事務を兼務しているため、工業用水道事業会計か

ら人件費相当分を水道事業会計に対して負担金として支出し、上下水道局全体

で事業運営にあたっている状況です。 

 これまでも効率的な組織運営と職員配置に努めており、今後も引き続き適正

な体制で事業運営に取り組むこととしています。 

 また、工業用水道事業に限らず、水道事業においてもベテラン職員の退職によ

る世代交代や人事異動に伴う専門知識を有する職員の減少が課題となっており、

人材育成の強化が求められていることから、今後も職員の専門知識の習得と技

術力の向上を図っていきます。 

 なお、工業用水道事業は企業誘致など市の施策とも関連が強いため、今後も必

要な技術力を確保しつつ、市長部局とも連携を取りながら必要に応じて職員を

配置するとともに、より効率的に事業運営が図れるよう適正な組織体制の構築

に努めていきます。 
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 将来にわたって、良質で低廉な工業用水を安定的に供給し、本市における工業

の健全な発達に寄与することを目的とし、次のとおり基本方針を定め、取組を推

進していきます。 

 

 

 工業用水の供給によって企業の安定した操業を支援することが、本市の工業

用水道事業経営の安定と地域経済の発展や雇用の創出などにもつながることを

認識し、今後も需要量の増加に伴い施設を整備するなど、受水企業からの要望に

応え、工業用水の安定供給に努めていきます。 

 

 

 

 現在実施している拡張事業や今後の老朽管更新等による費用の増大が見込ま

れることから、これらに対応するため、経営基盤の強化を図ります。 
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  別紙のとおり（P27～28） 

 

工業用水道の今後の需要量増に対し、新たな水源の整備、送水ポ

ンプ場の増強、配水池の増設等を実施し安定供給を図るもの。 

〈基本設計・調査費・実施設計・工事・監視業務〉 

・事業内容：（仮称）正久寺３号整備外 

・事業期間：令和元年度から令和６年度 

・事業費 ：１，２８５，４２６千円 

〈実施設計・工事・監視業務〉 

・事業内容：栗面中継ポンプ場増強外 

・事業期間：令和２年度から令和４年度 

・事業費 ：１，０７６，８００千円 

＊事業費については、令和元年度から令和１１年度までのうち、主なものを記載しています。 
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〈実施設計・工事・監視業務〉 

・事業内容：（仮称）津久葉第３配水池増設 

・事業期間：令和２年度から令和４年度 

・事業費 ：６３８，８６７千円 

工業用水の安定供給を図るため、既存施設の改良・更新を行い、

安定した水の供給を確保するもの。 

・事業内容：長田新橋導水管敷設替（ＪＲ委託費含む）外 

・事業期間：令和２年度から令和１１年度 

・事業費 ：３３９，６８６千円 

・事業内容：電気・計装設備等の更新 

・事業期間：令和２年度から令和１１年度 

・事業費 ：３２９，０００千円 
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企業債については、平成１９年度以降令和元年度まで借り入れは行っ

てきませんでしたが、令和２年度から拡張事業費の財源として借り入れ

ることとし、令和２年度末の残高は６億９，３００万円の見込みとなっ

ています。 

計画期間においては、需要量増に伴う拡張事業を行う予定であるため、

事業期間中は企業債の借入額も増加しますが、県の補助を財源とした一

般会計からの繰り入れも見込んでおり、留保資金の増減を勘案しつつ、

借入額の抑制に努めます。 

   経費の削減については、これまでも一部業務の民間委託や人件費の見直

しなど、可能なことについて取り組んできました。 

   今後も引き続き削減に努めるとともに、さらに削減可能なものがないか

検討していきます。 

    ・施設・設備について、適切な更新計画を立て、長寿命化を図るととも

に、更新費用の平準化に努めます。 

    ・管路の更新については、管種別に市独自の更新基準年数を設けており、
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布設場所の環境や耐震性能の有無等も考慮しながら、更新費用を平

準化して計画的に行っていきます。 

工業用水の受水企業は、地域経済や雇用の確保といった面においても

本市へ多大な貢献をされていますが、景況の変化によっては契約水量の

減量も考えられます。よって、受水企業と情報を共有して水需要等につ

いて適宜考察し、また、関係部局とも調整・協力しながら、将来にわた

って健全経営が維持できるよう努めます。 

 

 

 本経営戦略の計画期間は１０年間としますが、景況の変化によって水需要が

大きく変動することも予想されるため進捗管理を行うとともに、達成度を検証、

評価しながら必要に応じて改定することとします。 

 また、社会情勢や法令等の改正など工業用水道事業に関連する状況に変化が

ある場合には、健全経営が維持できるよう適宜財政計画を見直し、安定経営に努

めていきます。 
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,6

3
5

1
9
7
,9

3
7

2
5
1
,3

0
3

2
7
1
,3

4
1

2
7
5
,0

4
9

2
7
6
,7

6
1

2
7
6
,7

6
1

2
7
6
,7

6
1

2
7
7
,5

2
0

2
7
6
,7

6
1

9
年

度
1
0
年

度
1
1
年

度

☆収支計画（収益的収支）

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

3
年

度
4
年

度
5
年

度
6
年

度
7
年

度
8
年

度

営
業

外
収

益
補

助
金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費
営

業
外

費
用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

本
年

度

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0
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（単
位

：千
円

）
年

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

）

１
．

47
,4

73
33

5,
90

0
42

3,
30

0
12

2,
00

0
83

,8
00

２
．

３
．

94
,9

46
65

2,
00

0
82

1,
00

0
23

6,
00

0
16

2
,0

00

４
．

５
．

６
．

７
．

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

８
．

12
,7

00
1
2,

10
0

11
,4

00
10

,7
00

10
,0

00
9,

40
0

8,
70

0
8,

0
00

7,
30

0

９
．

(A
)

1
42

,4
20

1,
00

0,
60

1
1,

25
6,

40
1

36
9,

40
1

25
6
,5

01
10

,0
01

9,
40

1
8,

70
1

8,
0
01

7,
30

1

(B
)

(C
)

1
42

,4
20

1,
00

0,
60

1
1,

25
6,

40
1

36
9,

40
1

25
6
,5

01
10

,0
01

9,
40

1
8,

70
1

8,
0
01

7,
30

1

１
．

94
,6

36
94

,2
96

2
60

,9
65

1,
1
11

,4
69

1,
33

6,
72

2
44

9,
48

5
33

6
,8

54
90

,0
68

74
,0

68
11

4,
11

4
11

4,
11

4
10

9,
10

8

２
．

85
,8

53
87

,2
84

88
,7

40
90

,2
21

9
1,

72
8

93
,2

60
94

,8
20

96
,4

06
76

,2
05

67
,2

36
52

,1
08

29
,7

40

３
．

４
．

５
．

4,
06

6
16

,3
53

10
0

1,
10

0
2
,5

00
10

0
10

0
1,

20
0

(D
)

18
4,

55
5

19
7,

93
3

3
49

,8
05

1,
20

1,
69

0
1,

42
9,

55
0

54
5,

24
5

43
1
,6

74
18

6,
47

4
15

0,
37

3
18

1,
45

0
16

6,
22

2
14

0,
0
48

(E
)

18
4,

55
5

19
7,

93
3

20
7,

38
5

20
1,

08
9

17
3,

14
9

17
5,

84
4

17
5,

17
3

17
6,

47
3

14
0,

97
2

17
2,

74
9

15
8,

22
1

13
2,

7
47

１
．

10
4,

05
9

12
1,

65
1

1
30

,5
89

12
6,

62
4

10
9,

03
1

11
0,

72
8

11
0
,3

05
11

1,
12

4
88

,7
69

10
8,

77
9

99
,6

31
83

,5
90

２
．

３
．

４
．

80
,4

96
76

,2
82

76
,7

96
74

,4
65

6
4,

11
8

65
,1

16
64

,8
68

65
,3

49
52

,2
03

63
,9

70
58

,5
90

49
,1

57

(F
)

18
4,

55
5

19
7,

93
3

20
7,

38
5

20
1,

08
9

17
3,

14
9

17
5,

84
4

17
5,

17
3

17
6,

47
3

14
0,

97
2

17
2,

74
9

15
8,

22
1

13
2,

7
47

(G
)

(H
)

81
1,

30
1

72
4,

01
7

6
82

,7
50

92
8,

42
9

1,
26

0,
00

1
1,

28
8,

74
1

1,
27

7
,7

21
1,

18
1,

31
5

1,
10

5,
11

0
1,

03
7,

87
4

98
5,

76
6

95
6,

0
26

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

）

94
,9

46
65

2,
00

0
82

1,
00

0
23

6,
00

0
16

2
,0

00

94
,9

46
65

2,
00

0
82

1,
00

0
23

6,
00

0
16

2
,0

00

94
,9

46
65

2,
00

0
82

1,
00

0
23

6,
00

0
16

2
,0

00

9年
度

10
年

度
11

年
度

☆収支計画（資本的収支）

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

3年
度

4年
度

5年
度

6年
度

7年
度

8年
度

他
会

計
負

担
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

10
年

度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

支
分

4年
度

5年
度

6年
度

7年
度

3年
度

本
年

度

本
年

度

11
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

8年
度

9年
度

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金
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令 和 ３ 年 ２ 月 

 

諫 早 市 上 下 水 道 局 経 営 管 理 課  

854-8601 長崎県諫早市東小路町７－１ 

TEL 0957-22-1500 

FAX 0957-24-6810 

Email keiei_kanri@city.isahaya.nagasaki.jp 

URL  http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/ 


